
別添1
必要戸数謁書

官暑所在地 必●戸●配分希望地
令和鰊度眉住区分 ,．,  

必璽戸敷

E 置眉住●分9 入居者数と希望配分の差異

連絡先

嵐 ●暑量号 官暑●
宿舎入眉（入居看徽） 宿舎入屠（入眉看叢） 入必居蔓を戸希徴望（すこ戴る当者し（貸、宿与●希の望） 櫨櫨宿●●員を檸希の望憂す求るに者停い

担当者名
市区●村

市コ区ー●ト村 郷市遍•●町●村及•び響道庸県名 市区町村名
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計 ●身看剛 赴皐任者●用 世帯看’’ 計 計 計粒●看’’ 赴攣任鳥者用 世帯看’’ 狐鳥看剛 赴単任者●用 世帯看剛 註●看’’ 赴皐任鳥者用 羹帯看’’ TEL アドレス



●署所在地 必●戸●配分希望地
令和年度居住区分
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● ●暑●号 ●暑•
宿會入居｛入居者徴）

●道府県名 市区町村名 市•町村 市コ●ー町ト村 都市道●府●●村及名び 名； 国対会応等 赴単任舅看用以下 転勤 居住創隕 緊急會集 控身者用

計 滋身者用 赴皐任看●• 世膏者用 計 計
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必要戸数調書
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入居者数と希望配分の差異
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（記載例）
別添1

運絡先

アドレス



別添2

官署別必要戸数と宿舎入居者の差異一覧

（市配区必分町憂希村戸望コ敷地ード） （祁配市必道分区要府希町戸県望村数及地） び 宿必舎憂敷入戸）居の敷合（の入射う居ち者、 宿必舎璽入戸差居敷異者人数敷のと 必舎希（該貸璽のの望当与合戸入すし希It敷居る、望宿者にを） 必入宿希合璽居の舎It望戸者差入すと宿敷及異居る舎者のびを
宿舎入居 （宿入舎居入者居敷） 宿舎入居

必舎希（該貸桧妻の望当与身戸入すし希者散居る、望用宿者を1こ） 

必該璽当戸し敷、宿l• 

必會希（該貸』L妻の望L当与-戸入すし希-数居る、望-宿者を［こ） 
宿會入居者

独宿（住身會者宅入事の届合情者酎） ・
宿皐舎身入赴居任者者・

宿世（住舎帯宅入の事居合情者計） ・官署番号 官署名 官（都暑道所府在県地） 
官署所在地 官署所在地

必要戸数 R宿0舎.6人.1居時者点数の ①へ山き問地・ ②転勤 ③居住制限 ④緊急参集 ⑤対薗会応等 必要戸敗 狡身者用
嵐身

世帯者用 必妻戸数 （独入居身者者数用） （世入居書者者敷用） 
會の入居を

（住の宅合事計情）（市町村） （市町村以下） 赴任者用
赴単任身者用 希（貸望与.す希.. る置者） （住の宅合事計情）



官署別必要戸数と宿舎入居者の差異一覧

官暑番号 官署名 官（都署道所府在県地）官（暑市所町在村地） （市官署町村所在以地下） （市配区必分町妻希村戸望コ数地ード） (Ill配市必道分区憂府希町戸県望村敷及地）び 必妻戸数 必宿者妻舎敷戸入）数居のの合（入う計ち居、 R宮O舎ふ入1居晦点者数の 宿必舎蔓入戸差居叡異者人叡叡0)と 必舎希（該貸妻のの望当与合戸入すし希数る計、届望古者にを）必入宿合希蔓届の舎計望差戸者入すと宿叡及異届る舎者のびを 晒へき間地・ ②転勤 ③届住制限 ④緊急参集 ⑤国対会応等 必憂戸敷 独身者用
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（記載例）

別添2

宿単舎身の入赴合居任計者者・

（住宅事情）
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別添3-1

官署別通勤時間一覧（職員数・入居割合）
財務局 市町村 官署番号 官署名 都道府県名 市町村名 年度 職員数 宿苦入居者数 入居割合

（注） 1.当該「官署別通勤時間一覧（職員数・入居割合）」については、令和0年6月1日時点の住宅事情調査に基づき作成された
資料となっている。

2.本資料においては、官署ごとにおける職員及び宿舎入居者の総数を示している。
3.本資料の宿舎入居者数と別添1「必要戸数調書」を比較し、宿舎に入居できていない者への対応を検討すること。
また、職員数、宿舎入居者及び入居割合欄を確認し、別添3-2「官署別通勤時間一覧（全体）」と別添3-3「官署別通勤時
間一覧（宿舎入居者のみ）」のどちらを活用するか検討すること。



別添3-2

官署別通勤時間一覧（全体）
都道府県名 市町村名 官署番号 官署名 年度 職員数 通勤平均時間 30分未満 13時0分間以未上満

1時佃以上
11時時間間3105分分未以上満 11時時間間3405分分未以上満 1時2間時4間5分未満以上 2時2時間3間0分以上未満 2時間30分以上財務局 市町村 1時間15分未満

（注） 1.当該［官署別通勤時間一覧（全体）］については、令和0年6月1日時点の住宅事情調査に基づき作成された資料となっている。
2.本資料においては、官署ごとにおける総職員の平均通勤時間及び通勤時間別の職員数を示している。
3.本資料を確認し、各官署ごとにおける平均通勤時間を目安として、隣接する市町村等との必要戸数の入替えの検討及び宿舎希望者に対し貸与可能な市町村（継続使用宿舎）を提示する
よう検討するために活用すること。



別添3-3

官署別通勤時間一覧（宿舎入居者のみ）
年度

宿舎 平均
30分未満

30分以上 1時間以上 1時間15分以上 1時間30分以上 1時間45分以上 2時間以上
2時間30分以上財務局 市町村 都道府県名 市町村名 官署番号 官署名

入居者数 通勤時間 1時間未満 1時間15分未満 1時間30分未満 1時間45分未満 2時間未満 2時間30分未満

（注）,.当該［官署別通勤時間一覧（全体）］については、令和0年6月1日時点の住宅事情調査に基づき作成された資料となっている。
2.本資料においては、官署ごとにおける宿舎入居者の平均通勤時間及び通勤時間別の宿舎入居者数を示している。
3.官署の実情に応じ、官署別通勤時間一覧（全体）を活用しない場合、本資料を確認し、各官署ごとにおける宿舎入居者の平均通勤時間を目安として、隣接する市町村等との必要戸
数の入替えの検討宿舎希望者に対し貸与可能な宿舎（市町村）を提示するよう検討するために活用すること。



別添4

官署別入居状況表

【官署】 省庁別 維持管理 宿舎 独身者の 単身赴任者の
世帯者の

財務局
市町村

官署番号 官署名 都道府県名 市町村名
合同 機関コード コード

年度 入居者数
カウント カウント

カウント 宿舎名
の合計

（注）,.当該「官署別入居一覧」については、令和0年6月1日時点の住宅事情調査に基づき作成された資料となっている。
2.本資料においては、官署単位での各宿舎における宿舎入居者の居住実態（独身者、単身者、世帯者別）を示している。
3.別添1「必要戸数調書」と本表を比較し、各官署ごとにおける宿舎入居者の平均通勤時間を目安として、宿舎希望者に対し貸与可能な宿舎（市町村）を提示する等活用すること。



            

宿舎一覧表 別紙１
元データ 財務局選定後改修留保宿舎設置戸数 各省各庁協議後改修留保宿舎設置戸数 各省各庁主張改修留保宿舎設置戸数

担当財務局 都道府県 市町村 所管省庁

コード コード
都道府県名

コード
市町村名

コード
所管省庁名 宿舎コード 宿舎名

前年度判定 財務局選定案
建築年月日

国設宿舎・借

受宿舎の別
設置計 a設置 単 b設置 b設置 c設置 d設置 e設置 選定理由 理由

各省各庁との協議結果を

設置計 a設置 単 b設置 b設置 c設置 d設置 e設置
踏まえた財務局判定

判定変更理由 理由 設置計 a設置 単 b設置 b設置 c設置 d設置 e設置

財務局最終報告 各省各庁主張
各省各庁主張理由 理由 設置計 a設置 単 b設置 b設置 c設置 d設置 e設置

台帳価格 削減計画 本省最終判定
判定変更理由 理由

備考欄



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成要領

１ 「財務局選定案」に関する各項目について、次により記載する。 

⑴ 「財務局選定案」欄は、「継続使用宿舎」、「改修留保宿舎（住宅別）」又は改修

留保宿舎（棟別）」を記載する。

なお、借受宿舎については、廃止協議済のもの又は廃止の見通しが立っているもの

は「改修留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」とし、それ以外は「継

続使用宿舎」とする。 

⑵ 「選定理由」欄は、次の理由から該当するものを記載する。

ⅰ リノベーション工事済 

ⅱ 耐震改修工事実施済 

ⅲ 貸与率回復見込有 

ⅳ その他（継続使用） 

ⅴ 他住宅を継続使用宿舎とするため 

ⅵ 供給過多地域のため改修留保 

ⅶ その他（改修留保） 

⑶ 「理由」欄は、「選定理由」欄にて「その他（継続使用）」又は「その他（改修留

保）」を記載した場合、具体的な理由を記載する。 

⑷ 「財務局選定後改修留保宿舎設置戸数」の各欄は、「財務局選定案」欄にて「改修

留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」を記載した場合、改修留保宿舎

として選定した設置戸数を記載する。なお、「継続使用宿舎」を記載した場合は、記

入を要しない。

２ 「各省各庁との協議結果を踏まえた財務局判定」に関する各項目について、次により

記載する。 

⑴ 「各省各庁との協議結果を踏まえた財務局判定」欄は、維持管理機関と協議を行っ

た結果を記載する。 

⑵ 「判定変更理由」欄は、１－⑴と２－⑴の結果が相違する場合、１－⑵の理由から

該当するものを記載する。 

⑶ 「理由」欄は、「判定変更理由」欄にて「その他（継続使用）」又は「その他（改

修留保）」を記載した場合、具体的な理由を記載する。 

⑷ 「各省各庁協議後改修留保宿舎設置戸数」の各欄は、「各省各庁との協議結果を踏

まえた財務局判定」欄にて「改修留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」

を記載した場合、改修留保宿舎として判定した設置戸数を記載する。なお、「継続使

用宿舎」を記載した場合は、記入を要しない。

３ 「財務局最終報告」欄は、これまでの検討を踏まえた結果を次により記載する。 

⑴ 継続使用宿舎 

⑵ 改修留保宿舎（住宅別）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 改修留保宿舎（棟別） 

⑷ 継続使用宿舎（各省各庁未承諾） 

⑸ 改修留保宿舎（住宅別・各省各庁未承諾） 

⑹ 改修留保宿舎（棟別・各省各庁未承諾）

４ 「各省各庁主張」に関する各項目について、次により記載する。 

⑴ 「財務局最終報告」欄にて「継続使用宿舎」、「改修留保宿舎（住宅別）」又は「改

修留保宿舎（棟別）」を記載した場合、「各省各庁主張」欄は、「財務局最終報告」

欄と同様の結果を記載する。 

⑵ 「財務局最終報告」欄にて「継続使用宿舎（各省各庁未承諾）」、「改修留保宿舎

（住宅別・各省各庁未承諾）」又は「改修留保宿舎（棟別・各省各庁未承諾）」を記

載した場合は、次により記載する。 

① 「各省各庁主張」欄は、各省各庁が主張する判定（「継続使用宿舎」、「改修留

保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」）を記載する。 

② 「各省各庁主張理由」欄は、１－⑵の理由から該当するものを記載する。 

③ 「理由」欄は、「各省各庁主張理由」欄にて「その他（継続使用）」又は「そ

の他（改修留保）」を記載した場合、具体的な理由を記載する。 

④ 「各省各庁主張改修留保宿舎設置戸数」の各欄は、「各省各庁主張」欄にて

「改修留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」を記載した場合、改

修留保宿舎として判定した設置戸数を記載する。なお、「継続使用宿舎」を記載

した場合は、記入を要しない。

５ 「台帳価格」欄は、「各省各庁との協議結果を踏まえた財務局判定」欄にて「改修

留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」を記載した場合、前年度３月31

日時点の土地の台帳価格を記載する。なお、「改修留保宿舎（棟別）」を記載した場

合は、宿舎敷地全体の面積に対する改修留保予定の敷地面積の割合で按分した土地の

台帳価格を記載する。

６ 「削減計画」欄は、「各省各庁との協議結果を踏まえた財務局判定」欄にて「改修

留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」を記載した場合、国家公務員宿

舎の削減計画の対象となっている宿舎に「○」、対象となっていない宿舎に「×」を

記載する。



別紙2

官署別必要戸数入替え表
財務局名

官暑所在地
元データ 入替え後データ

●●戸●配る石●地
必●戸•

必•戸紅配クl ●●地
必賽戸•

＂
m尼 l ＂区 l 田区 l

● ●暑●号 官暑•
ア イ 〔 9 イ

窟●入屠（入屠看●） 入必屠●を戸希●菫Iすこ●る当者し（貸、●与●希の●） ●●痛●舎●を●●の望●す求るに者停い
●● 宿●入●（入●●徴） 入必屠●を戸●●●にす●る●者し（貸、宿与舎●の●9 機鑽宿定舎員を寄希の置●す●る9こ●●い

●膏
観道尉●● 市●町村● 市以区町下＇村 ●コ●ー●ト村 ●市●●●町●村及名び らゞ ●● 居住●● ●●●● ●対●応● 独●看• 赳●●• ●帯看•

市コ区●ト村 ●市道●●町●村及名び

＇
ば； 艦 屠 制隈 緊彙●集 ●対●応● 

＇ 
紐●看● 舅任●看●● ●●●● 

計 計 計 樟身者用 赴●看●用 世彎奮用 樟身者用 赴●看●用 世彎奮用 樟身者用 赴●看●用 世彎看• 計 計 計 ●●●"
島．任●．’’ 世●●’’●●●’’ 

島．任●．’’ 世●●’’●●●’’ 
島.任●.’’ 世●●’’

記載要領

1本表は新l日対象となるよう記載する。

2 「No.」欄、「官暑蓄号」欄、「官暑名」欄、「官暑所在地」の各欄及び「元7 9」の各欄はJ雲財局長から送付された「必要戸敷謂書」I●」涵1)の頸当欄から転配する。なおJら妻戸敬の人讐え馴整を行った結果、新たな市町村に必妻戸数の配分を希望する場合は、記入を要しない．
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